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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を収容する１つ又は複数の測定室を備えた測定容器と、
　前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定する測定部と、
　前記測定容器を撹拌動作させる撹拌部と、
　前記測定室に前記液体を注入する液体注入部と、
　前記測定部、前記撹拌部及び前記液体注入部を制御する制御部とを備える測定装置であ
って、
　前記測定室は、内壁が互いに対向する底面及び天面を含み、且つ、前記天面が光を透過
する低天面と、前記低天面の周囲に位置し、前記底面に対して前記低天面よりも高い位置
に配置された高天面とを有し、
　前記制御部は、
　前記液体注入部が、液面が前記低天面よりも低い位置となるように前記測定室に液体を
注入する第１液体注入モードと、
　前記撹拌部が前記測定容器を撹拌動作させる撹拌モードと、
　前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定室に、液面が前記低天面よりも高
い位置となるように液体を注入する第２液体注入モードと、
　前記測定部が前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定する第１測
定モードとを実行させることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
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　前記測定室に収容される液体は、測定成分を含む測定液と、該測定液を希釈するための
希釈液とを含み、
　前記第１液体注入モードにおいて前記測定室に注入される液体は、前記測定液又は希釈
液のうちの一方であり、
　前記第２液体注入モードにおいて前記測定室に注入される液体は、前記測定液又は前記
希釈液のうちの他方であることを特徴とする請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記第１液体注入モードにおいて前記測定室に注入する液体の量である第１液体注入量
を制御する第１液体注入量制御部と、
　前記第２液体注入モードにおいて前記測定室に注入する液体の量である第２液体注入量
を制御する第２液体注入量制御部とを備えることを特徴とする請求項１または２に記載の
測定装置。
【請求項４】
　前記第１液体注入量制御部は、前記第１液体注入量を予め記憶している第１液体注入量
記憶部を備えており、
　前記第２液体注入量制御部は、前記第２液体注入量を予め記憶している第２液体注入量
記憶部を備えており、
　第１液体注入量制御部は、前記第１液体注入モードにおいて、前記第１液体注入量記憶
部に記憶された第１液体注入量の液体を前記測定室に注入させ、
　前記第２液体注入量制御部は、前記第２液体注入モードにおいて、前記第２液体注入量
記憶部に記憶された第２液体注入量の液体を前記測定室に注入させることを特徴とする請
求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記測定室には試薬が予め封入されており、
　前記測定容器を撹拌動作させることにより、前記試薬と、前記液体注入部により前記測
定室に注入された液体とを撹拌することを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の
測定装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記測定部が、前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定室
及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定する第２測定モードを実行させること
を特徴とする請求項５に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記測定室に収容される液体は、測定成分を含む測定液と、該測定液を希釈するための
希釈液とを含み、
　前記第１液体注入モードにおいて前記測定室に注入される液体は、前記測定液であり、
　前記第２液体注入モードにおいて前記測定室に注入される液体は、前記希釈液であり、
　前記制御部は、前記第２測定モードの測定結果に基づいて、前記第２液体注入モードに
おいて前記測定室に注入する希釈液の量を制御することを特徴とする請求項６に記載の測
定装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１液体注入モード、前記撹拌モード、前記第２液体注入モード、
及び前記第１測定モードの各モードを、この順に実行させることを特徴とする請求項１～
７の何れか１項に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記撹拌部は、１つの回転軸を中心として、前記測定容器を前記回転軸の周りに加減速
させながら回転させることにより、前記測定容器を撹拌動作させることを特徴とする請求
項１～８の何れか１項に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記１つ又は複数の測定室は、複数の測定室であり、
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　前記複数の測定室は、前記回転軸に垂直な１つの平面において、前記回転軸を中心とす
る同一円周上に配置されていることを特徴とする請求項９に記載の測定装置。
【請求項１１】
　液体を収容する１つ又は複数の測定室を備え、
　前記測定室は、内壁が互いに対向する底面及び天面を含み、且つ、前記天面が光を透過
する低天面と、前記低天面の周囲に位置し、前記底面に対して前記低天面よりも高い位置
に配置された高天面とを有する測定容器を用いた測定方法であって、
　前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定する測定工程と、
　前記測定容器を撹拌動作させる撹拌工程と、
　前記測定室に前記液体を注入する液体注入工程と、
　前記測定工程、前記撹拌工程及び前記液体注入工程を制御する制御工程とを含み、
　前記制御工程は、
　前記液体注入工程において、液面が前記低天面よりも低い位置となるように前記測定室
に液体を注入する第１液体注入モードと、
　前記撹拌工程において、前記測定容器を撹拌動作させる撹拌モードと、
　前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定室に、液面が前記低天面よりも高
い位置となるように液体を注入する第２液体注入モードと、
　前記測定工程において、前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定
する第１測定モードとを、この順に実行することを特徴とする測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料分析において、測定液中に含まれる成分の分析に好適な測定装置、及び
測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、農業の分野において、農作物の育成状態の管理のため、農作物の生育環境にお
ける土壌成分の分析が広く行われている。
【０００３】
　一般的に、土壌分析装置は、それぞれの土壌抽出液をその都度複数の試験管に目盛り付
のスポイトで計量しながら注入し、その後、土壌成分毎に決められた試薬および希釈液を
試験管に注入し発色させる。そして、比色表、比濁表、または、吸光光度法等を用いて数
値換算することで測定が行われている。
【０００４】
　しかしながら、上述の測定方法は、それぞれの土壌抽出液に試薬を混合する必要がある
ため、繰り返し作業が多くなる。また、測定したい土壌成分に応じた試薬を準備する必要
もあり、煩雑性が高い。
【０００５】
　土壌分析を頻繁に行うことにより、圃場ごとの細かい分析や、作付けごとの分析を行う
ことで、前作の影響を考慮した施肥設計を行うことができる。また、生育期間の長い作物
についてはより短いスパンで定期的に分析を行うことで、追肥のタイミングや量を最適化
することができる。したがって、このような土壌分析を行うことにより、収穫量の増加や
品質の安定化が望める。
【０００６】
　しかしながら、上述した煩雑性の高さから分析の頻度を高めることは困難である。
【０００７】
　このような繰り返し作業を含む測定方法、同一の検査液から複数の成分に対しアプロー
チを行う測定方法は、土壌分析に限らずいくつか存在する。近年では、このような煩雑さ
を解決するための、簡易な方法で検査液と試薬等とを混合し、成分を分析する手法が提案
されている。
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【０００８】
　例えば、特許文献１には、生化学反応の検出や分析等に用いる試料分析チップが開示さ
れている。図１６は、特許文献１に記載の試料分析チップ１００を示す平面図である。図
１６に示すように、試料分析チップ１００は、基材１０１上に、複数のウェル１０２と、
各ウェル１０２に溶液、例えば液体試料を送液するための流路とを有している。流路は、
各ウェル１０２に送液するために、少なくとも各ウェル１０２と連絡する一つの主流路１
０３を有し、さらに主流路１０３とウェル１０２とをつなぐ側路１０５を有する。主流路
１０３の端部には注入口（ＩＮＬＥＴ）が、他方の端部には空気の脱出口を兼ねた出口（
ＯＵＴＬＥＴ）が形成されている（図中ではＩＮＬＥＴ／ＯＵＴＬＥＴ１０７）。
【０００９】
　試料分析チップ１００では、この注入口（ＩＮＬＥＴ１０７）から液体試料が導入され
、導入された液体試料が、主流路１０３から検査部であるウェル１０２に遠心力によって
送液される。そして、送液された液体試料と、ウェル１０２に予め封入された試薬とを反
応させて、その反応を観察する。
【００１０】
　また、試料分析チップ１００では、主流路１０３とウェル１０２との連絡口が、試料分
析チップ１００を回転させる前の段階では、ウェル１０２に溶液が浸入しない程度の幅及
び断面積になっている。さらに、ウェル１０２の外周側の壁面は内周側の壁面と親水性が
異なっている。これにより、ウェル１０２の外周側に試薬を固定することができるととも
に、試料分析チップ１００を回転させる前に試薬が液体試料と混ざり、液体試料が汚染さ
れることを防いでいる。また、試料分析チップ１００では、主流路１０３の路幅が主流路
山部１０３ａで狭く、主流路谷部１０３ｂで広くなっている。このように、主流路谷部１
０３ｂの路幅を広げることで、各ウェル１０２への配液量を制御することができる。
【００１１】
　このように、特許文献１に記載の試料分析チップ１００においては、微量の検査液を用
いて、複数種の検体を同じ試薬で同時に処理をしたり、また逆に一種類の検体に同時に複
数の処理を施したりすることができ、従来かかっていた時間や手間を大幅に減らすことが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１２－１８５０００号公報（２０１２年９月２７日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に開示されている試料分析チップ１００では、液体試料に含
まれる複数の成分を分析する際に、下記課題により、測定精度が低くなる場合がある。
【００１４】
　すなわち、特許文献１に開示されている試料分析チップ１００では、液体試料と試薬と
を混合した後、液体試料の光学特性、例えば光の透過強度から吸光度を測定する。しかし
、液体試料と試薬とを混合する際に、液体試料と試薬との反応によって気体が発生すると
、気泡が発生してしまう。或いは、遠心力や回転方向の加減速を用いて液体試料と試薬と
を混合・撹拌する際にも、液体試料内部に気泡が発生してしまう。このため、液体試料中
に気泡が存在する状態で、液体試料の光学特性を測定すると、気泡に起因する光の散乱・
反射が起こり、測定精度が低下するという問題が生じる。
【００１５】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、測定試料中に気泡が
存在したとしても、精度の良い測定を行うことができる測定装置及び測定方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る測定装置は、液体を収容する１つ
又は複数の測定室を備えた測定容器と、前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過
した光を測定する測定部と、前記測定容器を撹拌動作させる撹拌部と、前記測定室に前記
液体を注入する液体注入部と、前記測定部、前記撹拌部及び前記液体注入部を制御する制
御部とを備える測定装置であって、前記測定室は、内壁が互いに対向する底面及び天面を
含み、且つ、前記天面が光を透過する低天面と、前記低天面の周囲に位置し、前記底面に
対して前記低天面よりも高い位置に配置された高天面とを有し、前記制御部は、前記液体
注入部が、液面が前記低天面よりも低い位置となるように前記測定室に液体を注入する第
１液体注入モードと、前記撹拌部が前記測定容器を撹拌動作させる撹拌モードと、前記第
１液体注入モードにより液体が注入された測定室に、液面が前記低天面よりも高い位置と
なるように液体を注入する第２液体注入モードと、前記測定部が前記測定室及び該測定室
に収容された液体を透過した光を測定する第１測定モードとを実行させることを特徴とす
る。
【００１７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る測定方法は、液体を収容する１つ
又は複数の測定室を備え、前記測定室は、内壁が互いに対向する底面及び天面を含み、且
つ、前記天面が光を透過する低天面と、前記低天面の周囲に位置し、前記底面に対して前
記低天面よりも高い位置に配置された高天面とを有する測定容器を用いた測定方法であっ
て、前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測定する測定工程と、前記
測定容器を撹拌動作させる撹拌工程と、前記測定室に前記液体を注入する液体注入工程と
、前記測定工程、前記撹拌工程及び前記液体注入工程を制御する制御工程とを含み、前記
制御工程は、前記液体注入工程において、液面が前記低天面よりも低い位置となるように
前記測定室に液体を注入する第１液体注入モードと、前記撹拌工程において、前記測定容
器を撹拌動作させる撹拌モードと、前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定
室に、液面が前記低天面よりも高い位置となるように液体を注入する第２液体注入モード
と、前記測定工程において、前記測定室及び該測定室に収容された液体を透過した光を測
定する第１測定モードとを、この順に実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一態様によれば、測定試料中に気泡が存在したとしても、精度の良い測定を行
うことができる測定装置及び測定方法を提供するという効果を奏する。さらに、測定液を
効率的に撹拌することにより、測定精度を向上させることができる測定装置及び測定方法
を提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態１に係る測定装置の制御系を示す概略図である。
【図２】上記測定装置の構成を示す斜視図である。
【図３】上記測定装置の測定容器の概略構成を模式的に示すものであり、（ａ）は測定容
器を上方から見た正面図であり、（ｂ）は（ａ）はのＡ－Ａ’矢視断面図である。
【図４】上記測定容器の分析セルの概略構成を模式的に示すものであり、（ａ）は分析セ
ルを上方から見た正面図であり、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【図５】上記分析セルの測定液と試薬とを混合・撹拌した後の様子を示すものであり、（
ａ）は分析セルを上方から見た正面図であり、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ’矢視断面図であ
る。
【図６】上記測定装置を用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【図７】上記測定容器の測定室に測定液が注入される様子を示すものであり、（ａ）は、
第１液体注入工程前の測定室の断面図であり、（ｂ）は第１液体注入工程後の測定室の断
面図であり、（ｃ）は第１撹拌工程後の測定室の断面図であり、（ｄ）は第２液体注入工
程後の測定室１４の断面図である。
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【図８】本発明の実施形態２に係る測定装置の制御系を示す概略図である。
【図９】上記測定装置を用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態３に係る測定装置の制御系を示す概略図である。
【図１１】上記測定装置を用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態４に係る測定装置の制御系を示す概略図である。
【図１３】上記測定装置を用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態５に係る測定装置の制御系を示す概略図である。
【図１５】上記測定装置を用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【図１６】従来の測定容器の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施形態１における測定装置１Ａについて、図１～図７に基づいて説明
する。
【００２１】
　（測定装置１Ａの構成）
　本実施形態における測定装置１Ａの構成について、図２及び図３を参照しながら説明す
る。図２は、本実施形態における測定装置１Ａの構成を示す斜視図である。図３は、測定
容器１０の概略を模式的に示すものであり、（ａ）は測定容器１０を上方から見た正面図
であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ’矢視断面図である。
【００２２】
　測定装置１Ａは、回転軸１９を中心に測定容器１０を回転させることで、測定容器１０
内の液体を撹拌および混合するものである。さらに、測定装置１Ａは、測定容器１０内の
液体の光学特性を測定し、液体中の成分を分析する機能も有する。
【００２３】
　測定装置１Ａは、図２に示すように、測定容器１０と、テーブル２２と、駆動機構２３
（撹拌部）、液体注入装置２４Ａ（液体注入部）と、光学測定機構２５（測定部）とを備
えている。また、図２には示さないが、測定装置１Ａは、制御部３０Ａ（図１参照）も備
えている。
【００２４】
　測定容器１０は、図３の（ａ）（ｂ）に示すように、６つの分析セル１１から構成され
ている。６つの分析セル１１は、仮想的な回転軸１９を中心とする扇形に形成されおり、
測定容器１０は全体として円盤状の構造となっている。各分析セル１１は、液体注入口１
３と測定室１４とを備えており、液体注入口１３から注入された液体を測定室１４に収容
できるようになっている。測定容器１０の詳細については、後述する。
【００２５】
　以下の説明では、便宜上、液体注入口１３が形成される側を上方（上面または天面）、
その逆側（測定容器１０の裏側）を下方（下面または底面）とする。測定容器１０に対し
て、重力は上方から下方に向かって作用するものとする。
【００２６】
　テーブル２２は、測定容器１０を載置するためのものである。テーブル２２は、駆動機
構２３の頭頂部に配置されることで支持されている。テーブル２２の表面には、いわゆる
Ｄカットされた円柱状の回転軸部材と、測定容器１０を固定するためのストッパおよび爪
などが配置されている。測定容器１０の中心部が、テーブル２２の上記回転軸部材に挿入
される。上記回転軸部材は、測定容器１０の回転軸１９と同軸に配置される。テーブル２
２には、測定容器１０が表面にセットされた状態で各測定室１４の下方に位置する領域に
開口部が形成されている。
【００２７】
　駆動機構２３は、制御部３０Ａ（図１参照）からの指示により、テーブル２２を回転駆
動する。これにより、測定容器１０が回転軸１９を中心として回転する。一例として、駆
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動機構２３は、パルス制御可能なステッピングモーターから構成することができる。
【００２８】
　液体注入装置２４Ａは、測定容器１０に液体を注入するためのものである。液体注入装
置２４Ａは、測定対象である１または複数の測定成分を含む測定液を収容する測定液収容
容器（不図示）を備えている。測定液収容容器には、測定を開始する前に測定液が収容さ
れる。液体注入装置２４Ａは、制御部３０Ａからの指示により、測定液を測定容器１０に
注入する。具体的には、液体注入装置２４Ａは、各分析セル１１の液体注入口１３から測
定室１４に測定液を注入する。
【００２９】
　液体注入装置２４Ａは、各分析セル１１の液体注入口１３に順次個別に測定液を注入し
てもよいし、すべての分析セル１１の液体注入口１３に同時に測定液を注入してもよい。
【００３０】
　なお、液体注入装置２４を用いて注入される測定液は、測定装置１Ａで測定するために
予め抽出するなどして調製したものであってもよく、採取した液体サンプルを調製せずに
そのまま利用するものであってもよい。
【００３１】
　光学測定機構２５は、測定容器１０の測定室１４内の測定液の光学特性を測定し、測定
液中の測定成分を分析するものである。一例として、光学測定機構２５は、吸光光度法に
より測定液中の測定成分を測定する。光学測定機構２５は、発光部２５ａと、受光部２５
ｂとを備えている。測定容器１０は、発光部２５ａと受光部２５ｂとの間に配置され、発
光部２５ａが測定容器１０の上方に、受光部２５ｂが測定容器１０の下方に配されている
。
【００３２】
　発光部２５ａは、制御部３０Ａからの指示により、回転駆動されるテーブル２２にセッ
トされた測定容器１０の各分析セル１１のうち何れかに光を照射するものである。発光部
２５ａは、回転駆動されるテーブル２２にセットされた測定容器１０の各分析セル１１の
うち何れかの上方に位置するように配置されている。そして、発光部２５ａは、下方に配
置された分析セル１１の上面の天面側測定窓１６ａ（詳しくは、後述する）に光を照射す
る。
【００３３】
　受光部２５ｂは、発光部２５ａから天面側測定窓１６ａに照射され、分析セル１１およ
び測定液を透過し、分析セル１１の下面の底面側測定窓１６ｂ（図４参照。詳しくは、後
述する）から出射された光を受光し、当該受光した光の透過量を測定する。受光部２５ｂ
は、測定した光の透過量を、スペクトルデータとして制御部３０Ａに出力する。
【００３４】
　制御部３０Ａは、受光部２５ｂから出力されたスペクトルデータを基に、分析セル１１
内の測定液の吸光度を算出し、測定液中の成分濃度を算出する。
【００３５】
　（測定容器１０の構成）
　次に、測定容器１０の構成について、図３に基づいて説明する。
【００３６】
　図３の（ａ）に示すように、測定容器１０は、仮想的な線を表す回転軸１９を中心とし
て、上述した測定装置１Ａの駆動機構２３（図２参照）により回転駆動されるものである
。各分析セル１１は、図中破線で示すように区画化されており、互いに連通していない。
なお、本実施形態では、６つの分析セル１１が形成されているが、分析セル１１の数は限
定されるものではない。つまり、分析セル１１の数は、１つであっても、複数であっても
よい。
【００３７】
　各分析セル１１の上面には、液体注入口１３と天面側測定窓１６ａとが形成されている
。測定容器１０では、液体注入口１３が内周側に、天面側測定窓１６ａが外周側に形成さ
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れている。すべての液体注入口１３は、回転軸１９を中心とする第１の円周上（同一円周
上）に形成されている。同様に、すべての天面側測定窓１６ａは、測定容器１０の外縁に
沿って、回転軸１９を中心とする第２の円周上（同一円周上）に形成されている。分析セ
ル１１の詳細は後述する。
【００３８】
　なお、測定容器１０（分析セル１１）を構成する材料は特に限定されるものではない。
測定容器１０を安価な構成とするためには、全体が透明性の高い合成樹脂から作製されて
いることが好ましい。本実施形態においては、測定容器１０は、全体が透明性の高いポリ
スチレンで作製されている。
【００３９】
　測定容器１０の断面は、図３の（ｂ）に示すように、ハット形状となっており、ハット
形状の頭部からフランジ部に亘って空間が形成されている。これにより、分析セル１１が
容器形状となっている。具体的には、分析セル１１内の空間は、上記頭部に対応する分析
セル１１の上面に形成された液体注入口１３、上記フランジ部に形成された測定室１４、
及び液体注入口１３と測定室１４とを接続する流路１５から形成されている。
【００４０】
　各測定室１４内には、測定液に含まれる複数の成分のうちの所定の成分と反応する試薬
４０が封入されている。流路１５には、液体注入口１３から外周方向の測定室１４に向か
って下がる傾斜面１５ａが形成されている。このように、測定容器１０は、回転軸１９の
周りに複数の液体注入口１３が形成され、各液体注入口１３の外周側に流路１５を通して
連通する測定室１４が形成された構成となっている。
【００４１】
　６つの測定室１４は、回転軸１９に垂直な１つの平面において、回転軸１９を中心とす
る同一円周上に配置されている。
【００４２】
　なお、測定容器１０の断面の形状はハット形状に限定されるものではなく、例えば、円
柱形状等、他の形状であってもよい。
【００４３】
　次に、分析セル１１の構造の詳細について、図４に基づいて説明する。図４は、分析セ
ル１１の概略を模式的に示すものであり、（ａ）は分析セル１１を上方から見た正面図で
あり、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【００４４】
　図４の（ａ）に示すように、液体注入口１３は、測定室１４に、測定液を導入するため
の開口部である。液体注入口１３は、液体注入口１３と測定室１４とを連通する流路１５
に接続されており、液体注入口１３に導入された測定液は流路１５を介して測定室１４に
導入される。
【００４５】
　測定室１４は、測定液を収容し、測定液を透過した光の透過量を測定するための空間で
ある。各測定室１４内には、測定液に含まれる所定の測定成分と反応する試薬４０が封入
されている。例えば、各測定室１４内の試薬４０は、各分析セル１１で測定したい測定成
分に対して呈色反応を示す試薬である。試薬４０は、測定成分に応じて任意に設定すれば
よく、特に限定されるものではない。例えば、土壌分析においてＭｇ成分の濃度を測定し
たい場合の試薬４０として、「キシリジルブルー＋Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００＋トリエタ
ノールアミン＋硫酸ナトリウム＋ＧＥＤＴＡ＋テトラエチレンペンタミン＋リン酸水素２
ナトリウム+水酸化ナトリウム溶液」混合溶液等を挙げることができる。測定液の他の測
定成分について測定する場合は、その測定成分に対応する市販の試薬４０、または、開発
した試薬４０を用いることができる。なお、試薬４０は、粉体などの固体でもよいし、液
体でもよい。
【００４６】
　測定室１４の内壁は、図４の（ｂ）に示すように、互いに対向する天面１７と底面１８
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とを含んでいる。
【００４７】
　さらに、測定室１４の天面１７は、高天面１７ａと低天面１７ｂとから構成されている
。高天面１７ａは、低天面１７ｂよりも上方に位置している。つまり、高天面１７ａと低
天面１７ｂとの間には段差が設けられている。低天面１７ｂは、測定室１４の天面１７の
うち、円周方向の中央部に設けられており、高天面１７ａは、低天面１７ｂの円周方向の
両側に設けられている。
【００４８】
　天面１７の低天面１７ｂには、天面側測定窓１６ａが設けられている。また、測定室１
４の底面１８には、底面側測定窓１６ｂが設けられている。天面１７には段差が形成され
ており、測定室１４の天面１７は、光透過部である天面側測定窓１６ａの部分がその周囲
よりも掘り下がった形状になっている。つまり、底面１８からの高さが相対的に低い低天
面１７ｂの周辺に、底面１８からの高さが低天面１７ｂよりも高い高天面１７ａが形成さ
れている。天面側測定窓１６ａと底面側測定窓１６ｂとは、上方（または下方）から見る
と、互いに重なるように設けられている。測定室１４の天面側測定窓１６ａ及び底面側測
定窓１６ｂは、測定容器１０の外縁に沿って、回転軸１９を中心とする同一円周上（第２
の円周上）に形成されている（図３参照）。
【００４９】
　測定容器１０は、天面側測定窓１６ａから底面側測定窓１６ｂへ透過した光に基づいて
測定液を分析するために設けられる。このため、少なくとも天面側測定窓１６ａ及び底面
側測定窓１６ｂが、シリコーン、ガラス、ポリカーボネート、アクリル等の透明材から作
製されていればよい。なお、上述のように、本実施形態では測定容器１０の全体が透明性
の高いポリスチレンで作製されている。このように、測定容器１０が光透過性材料（特に
透明材料）から形成されている場合、天面側測定窓１６ａ及び底面側測定窓１６ｂを別途
設ける必要はなく、天面側測定窓１６ａ及び底面側測定窓１６ｂが測定容器１０と一体と
なっている。
【００５０】
　流路１５は、一端が液体注入口１３に、他端が測定室１４に接続されている。流路１５
には、液体注入口１３から外周方向の測定室１４に向かって下がる傾斜面１５ａが形成さ
れている。傾斜面１５ａは、液体注入口１３から測定室１４の底面１８まで形成されてい
る。すなわち、傾斜面１５ａの高さは、液体注入口１３から、測定室１４が形成される分
析セル１１の外周方向に向かって、次第に低くなっている。これにより、液体注入口１３
から導入された測定液を、液体注入口１３の直下付近に溜まることなく、スムーズに傾斜
面１５ａに沿って測定室１４に導くことができるようになっている。さらに、後述する測
定容器１０の回転の遠心力によって測定液と、試薬４０とを混合する際に、測定液が、測
定室１４から液体注入口１３へと逆流することを防ぎ、測定液が測定容器１０の外部へ飛
散することを防ぐことができるようになっている。
【００５１】
　（測定試料に発生する気泡対策）
　次に、測定試料に発生する気泡対策について、図５に基づいて説明する。図５は、測定
液と試薬４０（図３参照）とを混合・撹拌した後の、測定室１４の状態を模式的に示す図
であり、（ａ）は分析セル１１を上方からみた正面図であり、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ’
矢視断面図である。
【００５２】
　本実施形態の測定装置１Ａにおいて、測定試料Ｌ１は、測定室１４内で測定液と試薬４
０とを混合・撹拌させて得られる。測定装置１Ａは、測定試料Ｌ１の光学特性を測定する
ことによって、測定液中の成分濃度を算出する。
【００５３】
　測定液と試薬４０とを混合するにあたって、測定液と試薬４０との反応によって気体が
発生すると、測定室１４中に気泡Ｂが発生する。或いは、測定容器１０を回転させて測定
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液と試薬４０とを混合・撹拌する際にも、測定試料Ｌ１内部に気泡Ｂが発生してしまう。
【００５４】
　しかし、測定室１４中に気泡Ｂが存在する状態で、光学測定を行うと、気泡Ｂに起因す
る光の散乱・反射が起こり、測定精度が低下するという問題が生じる場合がある。特に、
図５の（ｂ）に示す天面側測定窓１６ａ及び底面側測定窓１６ｂ（底面１８）との間の測
定空間Ｓに気泡Ｂが存在すると、測定精度が著しく低下してしまう。つまり、天面側測定
窓１６ａ（低天面１７ｂ）への気泡Ｂの噛み込みは、測定精度の低下を招来する。
【００５５】
　この問題を解決するために、本実施形態の測定装置１Ａでは、測定室１４の天面１７が
、光を透過する低天面１７ｂと、低天面１７ｂの周辺部に位置すると共に、測定室１４の
底面１８に対して低天面１７ｂよりも高い位置に配置されている高天面１７ａとを有する
。これにより、図５の（ｂ）に示すように、液面が高天面１７ａよりも高い状態では、測
定室１４中に気泡Ｂが発生しても、発生した気泡Ｂは、高天面１７ａと測定試料Ｌ１の液
面との間に形成される空間に容易にトラップされる。その結果、低天面１７ｂと底面１８
との間の空間（天面側測定窓１６ａと底面側測定窓１６ｂとの間の測定空間Ｓ）への気泡
Ｂの噛み込みが低減される。したがって、低天面１７ｂに光を透過させて測定試料Ｌ１の
光学特性を測定する際に、気泡Ｂの存在による測定精度の低下を防ぐことができる。それ
ゆえ、精度の良い測定を行うことができる測定装置１Ａを提供することができる。
【００５６】
　また、測定容器１０は、６つの分析セル１１から構成されているため、１つの測定容器
１０で同時に複数の成分の濃度を測定することができる。これにより、測定時間を短縮す
ることができる。
【００５７】
　（試薬４０の溶け残り対策および測定試料Ｌ１の撹拌不足対策）
　次に、測定試料Ｌ１の撹拌について、図５に基づいて説明する。上述のように、測定装
置１Ａにおいて、測定試料Ｌ１は、測定室１４内で測定液と試薬４０（図３参照）とを混
合・撹拌させて得られる。
【００５８】
　しかし、試薬４０の種類によっては、測定液に溶解しにくいものもある。例えば、測定
液が土壌抽出液であり、試薬４０が土壌抽出液中のカリウム濃度の算出用の試薬である場
合、その試薬４０は土壌抽出液に溶解しにくい。また、試薬４０の粘性が高い場合、また
は、測定液と試薬４０との組み合わせが適さない場合も、試薬４０が測定液に溶解しにく
い。このような場合には、溶け残った試薬４０が、測定室１４の内壁に付着する。測定試
料Ｌ１の光学特性を測定するときに、溶け残った試薬４０が測定室１４の内壁に付着して
いると、溶け残った試薬４０が測定液と反応しない。このため、測定精度の低下を招来す
る。また、測定液が十分撹拌されておらず、測定試料Ｌ１中に測定成分が均一に分散して
いない場合も、測定精度の低下を招来する。
【００５９】
　ここで、回転軸１９を中心に測定容器１０を回転させれば、測定試料Ｌ１が測定室１４
内部を移動する。特に、測定試料Ｌ１の液面近傍では、測定試料Ｌ１が波打つように移動
するため、測定試料Ｌ１の移動量が大きくなる。このため、測定室１４内部の混合・撹拌
が促進され、溶け残った試薬４０をある程度溶解させたり、測定成分を均一に分散させた
りすることができる。
【００６０】
　しかし、測定室１４の天面には、底面１８からの高さが相対的に低い低天面１７ｂの周
辺に、底面１８からの高さが低天面１７ｂよりも高い高天面１７ａが形成されている。ま
た、図５の（ｂ）に示すように、測定試料Ｌ１の液面が、低天面１７ｂよりも高い位置に
ある。このような状態では、測定容器１０を回転させて測定試料Ｌ１を撹拌しても、測定
試料Ｌ１が波打つように図中の左右に移動する動きが、高天面１７ａと低天面１７ｂとの
間に存在する段差によって妨げられる。その結果、撹拌効率が低下するため、撹拌動作に



(11) JP 6573257 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

よって溶け残った試薬４０を溶解させたり、測定成分を均一に分散させたりすることが困
難になる。
【００６１】
　そこで、本実施形態の測定装置１Ａでは、制御部３０Ａが、駆動機構２３、液体注入装
置２４Ａ、及び光学測定機構２５を制御して、以下の４つの工程を実行させるようになっ
ている。
（１）液面が低天面１７ｂよりも低い位置となるように測定室１４に測定液を注入する第
１液体注入工程（第１液体注入モード）。
（２）測定容器１０を撹拌動作させる撹拌工程（撹拌モード）。
（３）第１液体注入工程により測定液が注入された測定室１４に、液面が低天面１７ｂよ
りも高い位置となるように測定液を注入する第２液体注入工程（第２液体注入モード）。
（４）測定室１４及び該測定室１４に収容された測定試料Ｌ１を透過した光を測定する第
１測定工程（第１測定モード）。
【００６２】
　このように、測定装置１Ａでは、第１液体注入工程によって注入された測定液の液面は
低天面１７ｂよりも低い位置となっている。これにより、第１液体注入工程に続いて撹拌
工程を行なうと、測定液の動きが、高天面１７ａと低天面１７ｂとの間に存在する段差に
よって妨げられることなく、波打つように測定室１４の内部を自由に移動することができ
る。その結果、測定室１４内部での測定液の移動量が大きくなるため、撹拌効率が向上す
る。したがって、撹拌工程によって試薬４０の溶け残りを抑制し、測定液中に試薬４０を
溶解させることができると共に、測定液中の測定成分を均一に分散させることができる。
それゆえ、測定装置１Ａの測定精度を向上させることができる。
【００６３】
　以下、測定装置１Ａの制御系の処理の詳細について説明する。
【００６４】
　（測定装置１Ａの制御系の処理）
　図１は、測定装置１Ａの制御系を示す概略図である。図１に示すように、測定装置１Ａ
は、制御部３０Ａを備えている。制御部３０Ａは、駆動機構２３、液体注入装置２４Ａ、
及び光学測定機構２５の動作を制御し、上述した各工程を実行させる。
【００６５】
　具体的には、第１液体注入工程および第２液体注入工程では、液体注入装置２４Ａが、
制御部３０Ａからの指示により、液体注入口１３を介して、測定容器１０の各分析セル１
１の測定室１４に測定液を注入する。
【００６６】
　撹拌工程では、駆動機構２３が、制御部３０Ａからの指示により、テーブル２２を回転
駆動する。これにより、測定容器１０が回転軸１９を回転中心として回転する。また、駆
動機構２３は、測定容器１０を回転軸１９の周りに加減速させながら回転させる。
【００６７】
　なお、撹拌工程における撹拌の態様は、例えば、（ａ）測定容器１０が回転軸１９の周
りの一方向に一定速度で回転して撹拌する態様、（ｂ）加速、減速を伴って回転して撹拌
する態様、（ｃ）一方向と逆方向とに交互に回転して撹拌する態様、（ｄ）測定容器１０
を回転させずに左右に往復運動させる態様などが挙げられる。
【００６８】
　第１測定工程では、光学測定機構２５の発光部２５ａが、制御部３０Ａからの指示によ
り、測定容器１０の測定室１４へ光を照射する。受光部２５ｂは、発光部２５ａから天面
側測定窓１６ａに照射され、測定室１４を透過し、測定室１４の底面側測定窓１６ｂから
出射された光を受光し、当該受光した光の透過量を測定する。受光部２５ｂは、測定した
光の透過量を、スペクトルデータとして、制御部３０Ａに出力する。制御部３０Ａは、受
光部２５ｂから出力されたスペクトルデータを基に、測定室１４内の測定試料Ｌ１の吸光
度を算出し、測定室１４内の測定試料Ｌ１の成分の測定結果を得る。
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【００６９】
　また、図１に示すように、本実施形態の測定装置１Ａでは、制御部３０Ａは、第１液体
注入量制御部３１と第２液体注入量制御部３２とを備えている。第１液体注入量制御部３
１は、第１液体注入工程で測定室１４に注入する測定液の量（第１液体注入量）を制御す
る。第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入工程で測定室１４に注入する測定液の量
（第２液体注入量）を制御する。
【００７０】
　より詳細には、第１液体注入量制御部３１は、第１液体注入量記憶部３１ａを備えてお
り、第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入量記憶部３２ａを備えている。第１液体
注入量記憶部３１ａは、第１液体注入工程で測定室１４に注入する液体の量を記憶してい
る。第２液体注入量記憶部３２ａは、第２液体注入工程で測定室１４に注入する液体の量
を記憶している。
【００７１】
　第１液体注入量制御部３１は、第１液体注入工程において、第１液体注入量記憶部３１
ａが記憶している量の測定液を、測定室１４に注入するように、液体注入装置２４Ａに指
示を出す。第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入工程において、第２液体注入量記
憶部３２ａが記憶している量の測定液を、測定室１４に注入するように、液体注入装置２
４Ａに指示を出す。
【００７２】
　（測定装置１Ａの測定方法）
　次に、測定装置１Ａを用いた測定方法について、図６および図７を参照しながら説明す
る。図６は、測定装置１Ａを用いた測定の手順を示すフローチャートである。図７は、測
定装置１Ａを用いた測定における、測定容器１０の測定室１４に測定液が注入される様子
を示すものであり、（ａ）は第１液体注入工程前の測定室１４の断面図であり、（ｂ）は
第１液体注入工程後の測定室１４の断面図であり、（ｃ）は後述する第１撹拌工程後の測
定室１４の断面図であり、（ｄ）は第２液体注入工程後の測定室１４の断面図である。
【００７３】
　図６に示すように、まず、制御部３０Ａの第１液体注入量制御部３１からの指示により
、液体注入装置２４Ａは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量の測定液を測定
容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ１、第１液体注入工程）。
【００７４】
　ここで、第１液体注入工程で注入する測定液の量について、図７を参照しながら説明す
る。
【００７５】
　図７の（ａ）に示すように、測定室１４には予め測定液に含まれる複数の測定成分のう
ちの所定の成分と反応する試薬４０が封入されている。
【００７６】
　第１液体注入工程において、第１液体注入量記憶部３１ａに記憶されている量の測定液
が、測定室１４に注入されると、図７の（ｂ）に示すように、測定液の液面が低天面１７
ｂよりも低い位置となる。すなわち、第１液体注入量記憶部３１ａに記憶されている量は
、測定液の液面が低天面１７ｂよりも低い位置となるような量となっている。測定室１４
の形状・容量は予めわかっているので、第１液体注入量記憶部３１ａに、測定液の液面が
低天面１７ｂよりも低い位置となるような量を記憶させておくことができる。
【００７７】
　次に、制御部３０Ａからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、測定液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する（Ｓ２、第１撹拌
工程（撹拌モード））。
【００７８】
　図７の（ｂ）に示すように、第１液体注入工程で注入された測定液の液面は低天面１７
ｂよりも低い位置となっている。すなわち、測定液の液面と低天面１７ｂの間には、測定
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液が存在しない空間が形成される。これにより、第１撹拌工程時には、測定液の動きが、
高天面１７ａと低天面１７ｂとの間に存在する段差によって妨げられることなく、波打つ
ように測定室１４の内部を自由に移動することができる。その結果、測定室１４内部での
測定液の移動量が大きくなるため、撹拌効率が向上する。したがって、撹拌工程によって
試薬４０の溶け残りを抑制し、測定液中に試薬４０を溶解させることができると共に、測
定液中の測定成分を均一に分散させることができる。
【００７９】
　次に、制御部３０Ａの第２液体注入量制御部３２からの指示により、液体注入装置２４
Ａは、第２液体注入量記憶部３２ａが記憶している量（液面が低天面１７ｂよりも高い位
置となる量）の測定液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ３、第２液体注入工程
）。
【００８０】
　第２液体注入工程で注入する測定液の量は、図７の（ｄ）に示すように、測定液の液面
が低天面１７ｂよりも高い位置となる量である。すなわち、第２液体注入量記憶部３２ａ
に記憶されている量は、測定液の液面が低天面１７ｂよりも高い位置となるような量であ
る。測定室１４の形状・容量は予めわかっているので、第２液体注入量記憶部３２ａに、
測定液の液面が低天面１７ｂよりも高い位置となるような量を記憶させておくことができ
る。
【００８１】
　次に、制御部３０Ａからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、測定液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する（Ｓ４、第２撹拌
工程（撹拌モード））。これにより、測定液に試薬４０が測定液に均一に溶解した測定試
料Ｌ１が得られる。
【００８２】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ１を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ５、第１測定工程）。
【００８３】
　第１測定工程では、駆動機構２３により回転軸１９の周りに回転する測定容器１０の測
定室１４を透過した光の透過量を測定する。具体的には、制御部３０Ａからの指示により
発光部２５ａから照射された光を、天面側測定窓１６ａ、測定室１４、底面側測定窓１６
ｂの順に透過させ、透過した光を受光部２５ｂに入射させる。そして、受光部２５ｂは、
入射された光を受光し、当該受光した光の透過量のデータを制御部３０Ａに出力する。
【００８４】
　最後に、制御部３０Ａは、測定成分の濃度を算出する（Ｓ６）。具体的には、制御部３
０Ａには、測定成分を含まない測定液（希釈液）と試薬４０との混合液を透過した光の透
過量のデータが予め記憶されている。制御部３０Ａは、受光部２５ｂから入力された測定
試料Ｌ１を透過した光の透過量のデータと、制御部３０Ａに予め記憶されている希釈液と
試薬４０との混合液を透過した光の透過量のデータとから、測定試料Ｌ１の吸光度を算出
する。そして、制御部３０Ａは、算出した測定試料Ｌ１の吸光度から、測定液に含まれる
測定成分の濃度を算出する。
【００８５】
　以上のように、本実施形態における測定装置１Ａでは、測定室１４の天面１７が、光を
透過する低天面１７ｂと、低天面１７ｂの周辺部に位置すると共に、測定室１４の底面１
８に対して低天面１７ｂよりも高い位置に配置されている高天面１７ａとを有する。そし
て、第２液体注入工程により測定液が注入された後には、測定液の液面が低天面１７ｂよ
りも高い位置となるようになっている。
【００８６】
　これにより、測定室１４中に気泡Ｂが発生しても、発生した気泡Ｂは、高天面１７ａと
測定試料Ｌ１の液面との間に形成される空間に容易にトラップされる。その結果、低天面
１７ｂと底面１８との間の空間への気泡Ｂの噛み込みが低減される。したがって、低天面
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１７ｂに光を透過させて測定試料Ｌ１の光学特性を測定する際に、気泡Ｂの存在による測
定精度の低下を防ぐことができるようになっている。
【００８７】
　また、測定装置１Ａでは、第１液体注入工程によって注入された測定液の液面は低天面
１７ｂよりも低い位置となるようになっている。これにより、第１撹拌工程時に、測定液
が測定室１４内部を波打つように移動するようになっている。その結果、測定室１４内部
での測定液の移動量が大きくなるため、撹拌効率が向上する。したがって、撹拌工程によ
って試薬４０の溶け残りを抑制し、測定液中に試薬４０を溶解させることができると共に
、測定液中の測定成分を均一に分散させることができる。それゆえ、測定装置１Ａの測定
精度を向上させることができる。
【００８８】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図８及び図９に基づいて説明すれば、以下のとおりで
ある。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材につ
いては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００８９】
　本実施形態における測定装置１Ｂは、第１液体注入工程において、希釈液を測定容器に
注入する点が測定装置１Ａと異なる。なお、希釈液は、測定液を希釈するための溶媒であ
り、例えば水（純水）などである。
【００９０】
　実施形態１の測定装置１Ａを用いた測定では、測定液に含まれる測定成分の濃度を吸光
度測定によって算出する際、試薬４０と測定液とを混合し、試薬４０との混合によって発
色した測定試料Ｌ１を用いていた。
【００９１】
　しかしながら、試薬４０と測定液とを混合した測定試料Ｌ１では、測定成分の濃度が高
い場合には、発色の度合いが高くなり、吸光度測定を行うことができる範囲を超えてしま
うことがある。したがって、そのような場合には、試薬４０と測定液とを混合した測定試
料Ｌ１と、希釈液とを混合することにより、測定試料Ｌ１内の測定成分の濃度が低下する
。これにより、希釈した測定試料Ｌ１の発色の度合いを下げることができ、発色の度合い
を吸光度測定が行うことができる範囲にすることができる。
【００９２】
　そこで、本実施形態の測定装置１Ｂでは、第１液体注入工程で希釈液を注入し、第２液
体注入工程で測定液を注入することにより、測定試料内の測定成分の濃度を下げ、発色の
度合いを吸光度測定が行うことができる範囲にするようになっている。
【００９３】
　そのため、本実施形態の測定装置１Ｂでは、図８に示す液体注入装置２４Ｂの構成が、
実施形態１の測定装置１Ａの液体注入装置２４Ａの構成と異なっている。すなわち、液体
注入装置２４Ｂは、測定対象である測定液を収容する測定液収容容器（不図示）と、測定
液を希釈するための希釈液を収容する希釈液収容容器（不図示）とを備えている。希釈液
収容容器には、測定を開始する前に希釈液が注入される。液体注入装置２４Ｂは、制御部
３０Ｂからの指示により、測定液収容容器又は希釈液収容容器から、測定液又は希釈液を
測定容器に注入する。具体的には、液体注入装置２４Ｂは、各分析セル１１の液体注入口
１３から測定室１４に測定液又は希釈液を注入する。
【００９４】
　（測定装置１Ｂの測定方法）
　次に、測定装置１Ｂを用いた測定方法について、図８および図９を参照しながら説明す
る。図８は、測定装置１Ｂの制御系を示す概略図である。図９は、測定装置１Ｂを用いた
測定の手順を示すフローチャートである。図８に示すように、測定装置１Ｂは、制御部３
０Ｂを備えている。
【００９５】
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　図９に示すように、まず、制御部３０Ｂの第１液体注入量制御部３１からの指示により
、液体注入装置２４Ｂは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量（液面が低天面
１７ｂよりも低い位置となる量）の希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ１
１，第１液体注入工程）。
【００９６】
　次に、制御部３０Ｂからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、希釈液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する。これにより、試
薬４０を希釈液に溶解させる（Ｓ１２、第１撹拌工程）。
【００９７】
　次に、制御部３０Ｂの第２液体注入量制御部３２からの指示により、液体注入装置２４
Ｂは、第２液体注入量記憶部３２ａが記憶している量（液面が低天面１７ｂよりも高い位
置となる量）の測定液または希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ１３、第
２液体注入工程）。
【００９８】
　ここで、第２液体注入工程において、測定室１４に注入する液体の種類について説明す
る。測定装置１Ｂでは、６つの測定室１４（図３参照）のうち、少なくとも１つの測定室
１４には、希釈液のみを注入する。そして、他の測定室１４には、測定液と、第１液体注
入工程で測定室１４に注入されなかった残りの希釈液とを注入する。これにより、第２液
体注入工程において希釈液のみが注入された測定室１４には、試薬４０と希釈液との混合
溶液Ｒ１が作製される。また、第２液体注入工程において、測定液が注入された測定室１
４には、測定液、希釈液、及び試薬４０が混合された測定試料Ｌ２が作製される。測定試
料Ｌ２は、希釈液によって希釈されているため、測定試料Ｌ２内の測定成分の濃度も希釈
されているため、発色の度合いが小さくなっている。その結果、測定液中の測定成分の濃
度が高い場合であっても、発色の度合いが吸光度測定を行うことができる範囲となってい
る。
【００９９】
　次に、制御部３０Ｂからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる。これにより、第２液体注入工程で測定液を注入した測定室１４で
は、測定液、希釈液、及び試薬４０が撹拌され、試薬４０が均一に溶解した測定試料Ｌ２
が作製される。また、第２液体注入工程で希釈液を注入した測定室１４内部では、希釈液
、及び試薬４０が撹拌され、試薬４０が均一に溶解した混合溶液Ｒ１が作製される（Ｓ１
４、第２撹拌工程）。
【０１００】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ２及び混合溶液Ｒ１を透
過した光の透過量を測定する（Ｓ１５、第１測定工程）。
【０１０１】
　最後に、測定液の測定成分の濃度を算出する（Ｓ１６）。
【０１０２】
　ここで、実施形態１の測定装置１Ａでは、制御部３０Ａには、測定成分を含まない測定
液（希釈液）と試薬４０との混合液を透過した光の透過量のデータが予め記憶されていた
。そして、制御部３０Ａは、受光部２５ｂから入力された測定試料Ｌ１を透過した光の透
過量のデータと、予め制御部３０Ａに記憶されている希釈液と試薬４０との混合液を透過
した光の透過量のデータとに基づいて、測定液の成分濃度を算出していた。
【０１０３】
　しかしながら、試薬４０は、測定容器１０に封入されている間に状態が変化する場合が
あり、制御部３０Ａに予め記憶されている希釈液と試薬４０との混合液を透過した光の透
過量のデータと、実際に希釈液と試薬４０との混合液を透過した光の透過量のデータとは
異なる可能性がある。その結果、測定液の測定成分の濃度の算出精度が低下する可能性が
ある。
【０１０４】
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　そこで、本実施形態の測定装置１Ｂでは、実際に希釈液と試薬４０との混合液を透過し
た光の透過量を測定する。具体的には、上述したように、第２液体注入工程において、少
なくとも１つの測定室１４には、試薬４０と希釈液との混合溶液Ｒ１が作製されている。
混合溶液Ｒ１は測定液の測定成分を含まない。制御部３０Ｂは、光学測定機構２５により
、混合溶液Ｒ１を透過した光の透過量のデータを取得する。次に、制御部３０Ｂは、光学
測定機構２５により、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量のデータを取得する。そして、
制御部３０Ｂは、混合溶液Ｒ１を透過した光の透過量のデータと、測定試料Ｌ２を透過し
た光の透過量のデータとに基づいて、測定試料Ｌ２の吸光度を算出する。次に、制御部３
０Ｂは、算出した測定試料Ｌ２の吸光度から、測定試料Ｌ２の測定成分の濃度を算出する
。そして、制御部３０Ｂは、算出した測定試料Ｌ２の測定成分の濃度と、測定試料を作製
するために用いた測定液と希釈液の量の比（希釈率）とから、測定液の測定成分の濃度を
算出する。
【０１０５】
　このように、測定装置１Ｂでは、第１液体注入工程において希釈液を測定室１４に注入
し、第２液体注入工程において少なくとも１つの測定室１４に測定液を注入し、残りの測
定室１４に希釈液を注入する。これにより、第２液体注入工程において測定液を注入した
測定室１４では、測定液、希釈液、及び試薬４０が混合された測定試料Ｌ２が作製される
。その結果、測定試料Ｌ２内の測定成分の濃度が希釈されているため、発色の度合いを小
さくすることができる。これにより、測定試料Ｌ２の発色の度合いを、吸光度測定を行う
ことができる範囲とすることができる。
【０１０６】
　また、測定装置１Ｂでは、少なくとも１つの測定室において、試薬４０と希釈液との混
合溶液Ｒ１を作製する。そして、測定試料Ｌ２及び混合溶液Ｒ１を透過した光の透過量を
それぞれ測定し、得られたそれぞれの透過量に基づいて、測定試料Ｌ２の吸光度を算出す
る。これにより、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量の測定データと、予め制御部に記憶
されている希釈液と試薬４０との混合液を透過した光の透過量のデータとに基づいて測定
成分の濃度を算出する場合に比べて、測定精度を向上させることができるようになってい
る。
【０１０７】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について、図１０及び図１１に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材
については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１０８】
　本実施形態における測定装置１Ｃは、第１液体注入工程において、希釈液を測定容器に
注入した後、光の透過量の測定を行い、該透過量測定の結果に基づいて、第２液体注入工
程において、測定容器に注入する希釈液と測定液の量を制御する点が他の実施形態の測定
装置とは異なる。
【０１０９】
　（測定装置１Ｃの測定方法）
　次に、測定装置１Ｃを用いた測定方法について、図１０および図１１を参照しながら説
明する。図１０は、測定装置１Ｃの制御系を示す概略図である。図１１は、測定装置１Ｃ
を用いた測定の手順を示すフローチャートである。図１０に示すように、測定装置１Ｃは
、制御部３０Ｃを備えている。
【０１１０】
　図１１に示すように、まず、制御部３０Ｃの第１液体注入量制御部３１からの指示によ
り、液体注入装置２４Ｂは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量（液面が低天
面１７ｂよりも低い位置となる量）の希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ
２１，第１液体注入工程）。
【０１１１】
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　次に、制御部３０Ｃからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、希釈液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する。これにより、試
薬４０を希釈液に溶解させる（Ｓ２２、第１撹拌工程）。これにより、測定室１４に試薬
４０と希釈液との混合溶液Ｒ２が作製される。
【０１１２】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ２３、第２測定工程（第２測定モード））。
【０１１３】
　光学測定機構２５は、第２測定工程によって得られた混合溶液Ｒ２を透過した光の透過
量の測定データを制御部３０Ｃに記憶する。第２測定工程によって得られた混合溶液Ｒ２
を透過した光の透過量の測定データは、後述する測定液の測定成分の濃度を算出する際に
使用する。詳しくは、後述する。
【０１１４】
　次に、制御部３０Ｃの第２液体注入量制御部３２からの指示により、液体注入装置２４
Ｂは、第２液体注入量記憶部３２ａが記憶している量（液面が低天面１７ｂよりも高い位
置となる量）の測定液及び希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ２４、第２
液体注入工程）。第２液体注入工程では、測定液と、第１液体注入工程で測定室１４に注
入されなかった残りの希釈液とを注入する。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０
が混合された測定試料Ｌ２が測定室１４に作製される。測定試料Ｌ２は、希釈液によって
希釈されているため、測定試料Ｌ２内の測定成分の濃度が希釈されているため、発色の度
合いが小さくなっている。その結果、測定液中の測定成分の濃度が高い場合であっても、
発色の度合いが吸光度測定を行うことができる範囲となっている。
【０１１５】
　次に、制御部３０Ｃからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０が撹拌され、試薬４
０が均一に溶解した測定試料Ｌ２が作製される（Ｓ２５、第２撹拌工程）。
【０１１６】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ２６、第１測定工程）。
【０１１７】
　最後に、測定液の測定成分の濃度を算出する（Ｓ２７）。
【０１１８】
　ここで、実施形態２の測定装置１Ｂでは、少なくとも１つの測定室１４において、試薬
４０と希釈液との混合溶液Ｒ１を作製していた。混合溶液Ｒ１は測定液の測定成分を含ま
ない。そして、測定試料Ｌ２及び混合溶液Ｒ１を透過した光の透過量をそれぞれ測定し、
得られた透過量に基づいて、測定液の測定成分の濃度を算出した。そのため、６つの分析
セル１１のうち少なくとも１つの分析セル１１を、試薬４０と希釈液との混合溶液Ｒ１を
透過した光の透過量を測定するために使用しなくてはならなかった。
【０１１９】
　一方、本実施形態の測定装置１Ｃでは、第１撹拌工程の後に、第２測定工程を行い、混
合溶液Ｒ２を透過した光の透過量を測定している。そして、第２測定工程の後に、第２液
体注入工程を行い、測定液及び希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入している。これ
により、測定液の測定成分の濃度を算出するために分析セル１１を使用する必要がないよ
うになっている。以下に、測定液の測定成分の濃度を算出する方法について詳細に説明す
る。
【０１２０】
　測定装置１Ｃでは、第２測定工程で測定した混合溶液Ｒ２透過した光の透過量と、第１
測定工程で測定した測定試料Ｌ２を透過した光の透過量とに基づいて、測定液の測定成分
の濃度を算出する。
【０１２１】



(18) JP 6573257 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

　しかし、第１液体注入工程では、混合溶液Ｒ２の液面が低天面１７ｂよりも低い位置と
なるように希釈液を測定室１４に注入する。このため、光が第２測定工程で混合溶液Ｒ２
を透過する距離は、光が第１測定工程で測定試料Ｌ２を透過する距離、すなわち測定室１
４の低天面１７ｂから底面１８までの距離よりも短くなっている。そのため、測定液の測
定成分の濃度を算出する際に、第２測定工程で測定した混合溶液Ｒ２透過した光の透過量
をそのまま使用することができない。しかし、第１液体注入工程における希釈液の注入量
、及び測定室１４の形状・容量は予めわかっているので、第１液体注入工程後の測定室１
４の底面から混合溶液Ｒ２の液面までの距離は予めわかっている。また、測定室１４の低
天面１７ｂから底面１８までの距離は予めわかっている。したがって、第１液体注入工程
後の測定室１４の底面から混合溶液Ｒ２の液面までの距離、及び測定室１４の低天面１７
ｂから底面１８までの距離を用いて、第２測定工程で測定した混合溶液Ｒ２を透過した光
の透過量を補正することができる。
【０１２２】
　そして、制御部３０Ｃは、補正した第２測定工程で測定した混合溶液Ｒ２を透過した光
の透過量と、第１測定工程で測定した測定試料Ｌ２を透過した光の透過量とに基づいて、
測定試料Ｌ２の吸光度を算出する。次に、制御部３０Ｃは、算出した測定試料Ｌ２の吸光
度から、測定試料Ｌ２の測定成分の濃度を算出する。そして、制御部３０Ｃは、算出した
測定試料Ｌ２の測定成分の濃度と、測定試料を作製するために用いた測定液と希釈液の量
の比（希釈率）とから、測定液の測定成分の濃度を算出する。
【０１２３】
　上述した測定装置１Ｃを用いた測定液の成分濃度の測定方法は、特に、試薬４０を、測
定成分を含まない液体（希釈液）で溶解した時に、溶液の色が無色ではない場合に有効に
なる。例として、測定液中のＭｇの濃度を測定する場合について説明する。Ｍｇの濃度を
測定する際に使用する試薬４０は、Ｍｇ成分を含まない液体で溶解させると、黄色に変色
し、Ｍｇ成分を含む液体で溶解させると、赤色に変色する性質を有している。上述したよ
うに、測定装置１Ｃを用いた測定方法では、第２測定工程において、Ｍｇを含まない希釈
液（例えば、純水）と、試薬４０との混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量を実際に測定す
る。そして、該測定結果に基づいて、Ｍｇを含む測定液、希釈液、及び試薬４０を混合し
た測定試料Ｌ２の吸光度を算出しているので、正確にＭｇを含む測定液、希釈液、及び試
薬４０を混合した測定試料Ｌ２の吸光度を算出することができる。この結果、測定液のＭ
ｇ成分の濃度を正確に測定できる。
【０１２４】
　このように、本実施形態の測定装置１Ｃでは、第１撹拌工程後に、混合溶液Ｒ２を透過
した光の透過量を測定する第２測定工程を行う。そして、測定した光の透過量を用いて、
測定液の測定成分の濃度を算出する。これにより、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量の
測定データと、予め制御部３０Ｃに記憶されている希釈液と試薬４０との混合液を透過し
た光の透過量のデータとに基づいて測定成分の濃度を算出する場合に比べて、測定精度を
向上させることができる。
【０１２５】
　また、実施形態２の測定装置１Ｂでは、試薬４０と希釈液との混合溶液Ｒ１を作製する
ために分析セル１１を使用していた。しかし、本実施形態の測定装置１Ｃでは、第１撹拌
工程後の混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量を用いて、測定液の測定成分の濃度を算出す
る。これにより、試薬４０と希釈液との混合溶液Ｒ１を作製するために専用の分析セル１
１を使用する必要がなく、より多くの種類の測定液を分析することができるようになって
いる。
【０１２６】
　〔実施形態４〕
　本発明の他の実施形態について、図１２及び図１３に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材
については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
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【０１２７】
　試薬４０は、粘性が高い液体である場合がある。このような場合には、第１撹拌工程に
おいて、すべての試薬４０が希釈液に溶解することができず、溶け残りが発生することが
ある。また、試薬４０と希釈液との相性によっては、試薬４０が希釈液に溶解しにくい場
合がある。このような場合にも、第１撹拌工程において、すべての試薬４０が希釈液に溶
解することができず、溶け残りが発生することがある。
【０１２８】
　試薬４０の溶け残りが発生すると、第１測定工程において光の透過量を測定する際に、
光の一部が溶け残った試薬４０に反射されるため、測定精度が低下する可能性がある。
【０１２９】
　そこで、本実施形態における測定装置１Ｄは、第１撹拌工程後に、すべての試薬４０が
希釈液に溶解しているか否かを判定している点が他の実施形態の測定装置とは異なる。
【０１３０】
　測定装置１Ｄの制御系について、図１２に基づいて説明する。図１２は、測定装置１Ｄ
の制御系を示す概略図である。
【０１３１】
　図１２に示すように、測定装置１Ｄは、制御部３０Ｄを備えている。制御部３０Ｄは、
第３液体注入量制御部３３及び第４液体注入量制御部３４を備えている。第３液体注入量
制御部３３は、後述する第３液体注入工程で注入する液体の量を記憶している。また、第
４液体注入量制御部３４は、後述する第４液体注入工程で注入する液体の量を記憶してい
る。
【０１３２】
　（測定装置１Ｄの測定方法）
　次に、測定装置１Ｄを用いた測定方法について、図１３を参照しながら説明する。図１
３は、測定装置１Ｄを用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【０１３３】
　図１３に示すように、まず、制御部３０Ｄの第１液体注入量制御部３１からの指示によ
り、液体注入装置２４Ｂは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量（液面が低天
面１７ｂよりも低い位置となる量）の希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ
３１，第１液体注入工程）。
【０１３４】
　次に、制御部３０Ｃからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、希釈液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する。これにより、試
薬４０を希釈液に溶解させる（Ｓ３２、第１撹拌工程）。これにより、測定室１４に試薬
４０と希釈液との混合溶液Ｒ２が作製される。
【０１３５】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ３３、第２測定工程）。
【０１３６】
　次に、制御部３０Ｄは、すべての試薬４０が希釈液に溶解したか否かを判定する（Ｓ３
４）。すべての試薬４０が希釈液に溶解したか否かの判定は、以下のようにして行う。す
なわち、制御部３０Ｄは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量（液面が低天面
１７ｂよりも低い位置となる量）の希釈液に、測定容器１０に封入されている量と同じ量
の試薬４０をすべて溶解させた場合の光の透過量を予め記憶している。制御部３０Ｄは、
上記予め記憶している光の透過量と、第２測定工程で測定した混合溶液Ｒ２を透過した光
の透過量とを比較することにより、すべての試薬４０が希釈液に溶解したか否かを判定す
る。
【０１３７】
　制御部３０Ｄがすべての試薬４０が希釈液に溶解したと判定して場合（ステップＳ３４
でＹｅｓ）、制御部３０Ｂの第２液体注入量制御部３２からの指示により、液体注入装置
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２４Ｂは、第２液体注入量記憶部３２ａが記憶している量（液面が低天面１７ｂよりも高
い位置となる量）の測定液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ３５、第２液体注
入工程）。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０が混合された測定試料Ｌ２が測定
室１４に作製される。
【０１３８】
　次に、制御部３０Ｄからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０が撹拌され、試薬４
０が均一に溶解した測定試料Ｌ２が作製される（Ｓ３６、第２撹拌工程）。
【０１３９】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ３７、第１測定工程）。
【０１４０】
　最後に、第１測定工程で測定した測定試料Ｌ２を透過した光の透過量を用いて、測定液
の測定成分の濃度を算出する（Ｓ３８）。
【０１４１】
　一方、制御部３０Ｄがすべての試薬４０が希釈液に溶解していないと判定して場合（ス
テップＳ３４でＮｏ）、制御部３０Ｄの第３液体注入量制御部３３からの指示により、液
体注入装置２４Ｂは、第３液体注入量記憶部３３ａが記憶している量の測定液を測定容器
１０の測定室１４に注入する（Ｓ３９、第３液体注入工程）。第３液体注入工程で注入す
る測定液の量、すなわち第３液体注入量記憶部３３ａに記憶されている量は、注入後の測
定室１４に収容される液体の液面が、測定室１４の低天面１７ｂよりも少しだけ低い位置
となる量である。具体的には、第３液体注入量記憶部３３ａに記憶されている量は、例え
ば底面１８と注入後の測定室１４に収容される液体の液面との距離が、底面１８と低天面
１７ｂとの距離の９割になるような量である。
【０１４２】
　次に、制御部３０Ｄからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０が撹拌される（Ｓ４
０、第３撹拌工程）。
【０１４３】
　上述したように、第３液体注入工程で測定液を注入した後では、測定室１４に収容され
る液体の液面が、測定室１４の低天面１７ｂよりも少しだけ低い位置となっている。すな
わち、測定液の液面と低天面１７ｂの間には、測定液が存在しない空間が形成される。こ
れにより、第３撹拌工程時には、測定液の動きが、高天面１７ａと低天面１７ｂとの間に
存在する段差によって妨げられることなく、波打つように測定室１４の内部を自由に移動
することができる。その結果、測定室１４内部での測定液の移動量が大きくなるため、撹
拌効率が向上する。したがって、第３撹拌工程によって試薬４０の溶け残りを抑制し、測
定液および希釈液中に試薬４０を溶解させることができると共に、測定液中の測定成分を
均一に分散させることができる。
【０１４４】
　次に、制御部３０Ｄの第４液体注入量制御部３４からの指示により、液体注入装置２４
Ｂは、第４液体注入量記憶部３４ａが記憶している量の測定液を測定容器１０の測定室１
４に注入する（Ｓ４１、第４液体注入工程）。第４液体注入工程で注入する測定液の量、
すなわち第４液体注入量記憶部３４ａに記憶されている量は、測定液の液面が低天面１７
ｂよりも高い位置となる量である。
【０１４５】
　次に、制御部３０Ｄからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる（Ｓ４２、第４撹拌工程）。これにより、測定室１４では、測定液
、希釈液、及び試薬４０が撹拌され、試薬４０が均一に溶解した測定試料Ｌ２が作製され
る。
【０１４６】
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　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ４３、第１測定工程）。
【０１４７】
　最後に、第１測定工程で測定した測定試料Ｌ２を透過した光の透過量を用いて、測定液
の測定成分の濃度を算出する（Ｓ４４）。
【０１４８】
　このように、本実施形態の測定装置１Ｄでは、第１撹拌工程の後に、第２測定工程を行
うことにより、混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量を測定する。そして、制御部３０Ｄは
、測定した混合溶液Ｒ２を透過した光の透過量に基づいて、第１撹拌工程においてすべて
の試薬４０が希釈液に溶解したか否かを判定する。そして、第１撹拌工程においてすべて
の試薬４０が希釈液に溶解していないと判定すると、制御部３０Ｄは、測定室１４に収容
される液体の液面が、測定室１４の低天面１７ｂよりも少しだけ低い位置となるように測
定液を測定室１４に注入する。その後、第３撹拌工程において測定室１４に収容されてい
る液体と、試薬４０とを撹拌することにより、試薬４０を確実に希釈液及び測定液に溶解
させることができるようになっている。
【０１４９】
　これにより、試薬４０の溶け残りが発生することを防ぐことができる。したがって、第
１測定工程において測定精度が低下することを防ぐことができるようになっている。
【０１５０】
　〔実施形態５〕
　本発明の他の実施形態について、図１４及び図１５に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材
については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１５１】
　本実施形態における測定装置１Ｅは、第１液体注入工程において、測定液を測定容器に
注入した後、光の透過量の測定を行い、該透過量測定の結果に基づいて、第２液体注入工
程において、測定容器に注入する希釈液と測定液の量を制御する点が他の実施形態の測定
装置とは異なる。
【０１５２】
　測定装置１Ｅの制御系について、図１４に基づいて説明する。図１４は、測定装置１Ｅ
の制御系を示す概略図である。
【０１５３】
　図１４に示すように、測定装置１Ｅは、制御部３０Ｅを備えている。制御部３０Ｅは、
第２液体注入量制御部３２を備えている。第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入量
算出部３２ｂを備えている。第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入工程において、
第２液体注入量算出部３２ｂによって算出された量の希釈液を測定室１４に注入する。詳
細については、後述する。
【０１５４】
　（測定装置１Ｅの測定方法）
　次に、測定装置１Ｅを用いた測定方法について、図１５を参照しながら説明する。図１
５は、測定装置１Ｅを用いた測定の手順を示すフローチャートである。
【０１５５】
　図１５に示すように、まず、制御部３０Ｅの第１液体注入量制御部３１からの指示によ
り、液体注入装置２４Ｂは、第１液体注入量記憶部３１ａが記憶している量（液面が低天
面１７ｂよりも低い位置となる量）の測定液を測定容器１０の測定室１４に注入する（Ｓ
５１，第１液体注入工程）。
【０１５６】
　次に、制御部３０Ｅからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させ、希釈液と試薬４０とを測定室１４内部で撹拌する。これにより、試
薬４０を測定液に溶解させる（Ｓ５２、第１撹拌工程）。これにより、測定室１４には、



(22) JP 6573257 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

測定液と試薬４０との混合溶液Ｒ３が作製される。
【０１５７】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、混合溶液Ｒ３を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ５３、第２測定工程）。
【０１５８】
　光学測定機構２５は、第２測定工程によって得られた混合溶液Ｒ３を透過した光の透過
量の測定データを、制御部３０Ｅに記憶する。第２測定工程によって得られた混合溶液Ｒ
３を透過した光の透過量の測定データは、第２液体注入工程において使用する。
【０１５９】
　次に、制御部３０Ｅの第２液体注入量制御部３２からの指示により、液体注入装置２４
Ｂは、第２液体注入量算出部３２ｂが算出した量の希釈液を測定容器１０の測定室１４に
注入する（Ｓ５４、第２液体注入工程）。
【０１６０】
　ここで、第２液体注入量算出部３２ｂが、第２液体注入工程において測定室１４に注入
する希釈液の量を算出する方法について説明する。光学測定機構２５を用いて試料を透過
した光の透過量を測定し、該測定した透過量から試料の測定成分の濃度を算出する場合、
光学測定機構２５が正確な測定結果を得ることができる成分濃度範囲はある範囲に限られ
る。そのため、第１測定工程において正確な透過量の測定を行うためには、測定する試料
に含まれる測定成分の濃度を、正確な測定結果を得ることができる成分濃度範囲に入るよ
うにすることが好ましい。
【０１６１】
　そこで、測定装置１Ｅでは、第２液体注入量算出部３２ｂは、まず、第２測定工程にお
いて測定した混合溶液Ｒ３を透過した光の透過量から混合溶液Ｒ３の測定成分の濃度を大
まかに算出する。光学測定機構２５は、混合溶液Ｒ３の測定成分の濃度が、正確な測定結
果を得ることができる成分濃度範囲でなかったとしても、大まかに混合溶液Ｒ３の測定成
分の濃度を算出することができる。
【０１６２】
　次に、第２液体注入量算出部３２ｂは、算出した混合溶液Ｒ３の測定成分の濃度に基づ
いて、第２液体注入工程で注入する希釈液の量を算出する。そして、液体注入装置２４Ｂ
は、第２液体注入量算出部３２ｂが算出した量の希釈液を測定容器１０の測定室１４に注
入する。これにより、測定室１４には、測定成分の濃度が、正確な測定結果を得ることが
できる成分濃度範囲となる量の測定液及び希釈液が注入される。
【０１６３】
　上述した第２液体注入量算出部３２ｂが、第２液体注入工程において測定室１４に注入
する希釈液の量を算出する方法について、具体な例を用いて説明する。ある試薬４０では
、正確な測定結果を得ることができる成分濃度範囲が１～５ｐｐｍとする。該範囲以外の
濃度では、大まかな濃度の算出を行うことができるが、正確な濃度の算出を行うことがで
きない。ここで、第２測定工程において測定した混合溶液Ｒ３に含まれる測定成分の濃度
が約８ｐｐｍであったとする。この結果から、第２液体注入量算出部３２ｂは、混合溶液
Ｒ３を例えば２倍に希釈するのに必要な希釈液の量を算出する。そして、液体注入装置２
４Ｂは、第２液体注入量制御部３２からの指示により、第２液体注入量算出部３２ｂが算
出した量の希釈液を測定容器１０の測定室１４に注入する。これにより、測定成分の濃度
を、正確な測定結果を得ることができる成分濃度範囲に収めることができる。
【０１６４】
　次に、制御部３０Ｅからの指示により、駆動機構２３は、回転軸１９を中心として測定
容器１０を回転させる。これにより、測定液、希釈液、及び試薬４０が撹拌され、均一に
溶解した測定試料Ｌ２が作製される。（Ｓ５５、第２撹拌工程）。
【０１６５】
　次に、光学測定機構２５を用いて光学測定を行い、測定試料Ｌ２を透過した光の透過量
を測定する（Ｓ５６、第１測定工程）。
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【０１６６】
　最後に、測定液の測定成分の濃度を算出する（Ｓ５７）。上述したように、第２撹拌工
程後の測定試料Ｌ２の測定成分の濃度は、正確な測定結果を得ることができる成分濃度範
囲に入っている。このため、測定液に含まれる測定成分の濃度を正確に算出することがで
きる。
【０１６７】
　このように、本実施形態の測定装置１Ｅでは、第１液体注入工程において、測定液を測
定容器に注入し測定液と試薬４０との混合溶液Ｒ３を作製した後、第２測定工程において
混合溶液Ｒ３を透過した光の透過量の測定する。そして、該透過量測定の結果に基づいて
、第２液体注入工程において、測定容器に注入する希釈液と測定液の量を制御する。これ
により、測定成分の濃度を、正確な測定結果を得ることができる成分濃度範囲に収めるこ
とができる。したがって、測定液に含まれる測定成分の濃度を正確に算出することができ
るようになっている。
【０１６８】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、液体を収容する１つ又は複数の測定室１
４を備えた測定容器１０と、前記測定室１４及び該測定室１４に収容された液体を透過し
た光を測定する測定部（光学測定機構２５）と、前記測定容器１０を撹拌動作させる撹拌
部（駆動機構２３）と、前記測定室１４に前記液体を注入する液体注入部（液体注入装置
２４Ａ・２４Ｂ）と、前記測定部（光学測定機構２５）、前記撹拌部（駆動機構２３）及
び前記液体注入部（液体注入装置２４Ａ・２４Ｂ）を制御する制御部３０Ａ～３０Ｂとを
備える測定装置であって、前記測定室１４は、内壁が互いに対向する底面１８及び天面１
７を含み、且つ、前記天面１７が光を透過する低天面１７ｂと、前記低天面１７ｂの周囲
に位置し、前記底面１８に対して前記低天面１７ｂよりも高い位置に配置された高天面１
７ａとを有し、前記制御部３０Ａ～３０Ｅは、前記液体注入部（液体注入装置２４Ａ・２
４Ｂ）が、液面が前記低天面１７ｂよりも低い位置となるように前記測定室１４に液体を
注入する第１液体注入モードと、前記撹拌部（駆動機構２３）が前記測定容器１０を撹拌
動作させる撹拌モードと、前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定室１４に
、液面が前記低天面１７ｂよりも高い位置となるように液体を注入する第２液体注入モー
ドと、前記測定部（光学測定機構２５）が前記測定室１４及び該測定室１４に収容された
液体を透過した光を測定する第１測定モードとを実行させることを特徴としている。
【０１６９】
　この特徴によれば、測定室の天面が、光を透過する低天面と、低天面の周辺部に位置す
ると共に、測定室の底面に対して低天面よりも高い位置に配置されている高天面とを有す
る。これにより、測定容器内に気泡が発生しても、発生した気泡は、高天面と液体の液面
との間に形成される空間に容易にトラップされる。その結果、低天面と底面との間の空間
への気泡の噛み込みが低減される。したがって、第１測定モードにおいて、低天面に光を
透過させて液体の光学特性を測定する際に、気泡の存在による測定精度の低下を防ぐこと
ができる。それゆえ、精度の良い測定を行うことができる測定容器を提供するという効果
を奏する。
【０１７０】
　また、この特徴によれば、第１液体注入モードにおいて、液面が低天面よりも低い位置
となるように液体を測定室に注入する。換言すれば、液体の液面と低天面の間には、液体
が存在しない空間が形成される。これにより、撹拌モードにおいて、液体の動きが、高天
面と低天面との間に存在する段差によって妨げられることなく、波打つように測定室の内
部を自由に移動することができる。その結果、測定室内部での液体の移動量が大きくなる
ため、撹拌効率が向上する。したがって、撹拌モードによって、液体中に測定成分または
他の成分（液体、固体）を溶解させ、測定成分または他の成分を均一に分散させることが
できる。それゆえ、測定精度を向上させることができる測定装置を提供するという効果を
奏する。



(24) JP 6573257 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

【０１７１】
　本発明の態様２に係る測定装置１Ｂ～１Ｅは、上記態様１において、前記測定室１４に
収容される液体は、測定成分を含む測定液と、該測定液を希釈するための希釈液とを含み
、前記第１液体注入モードにおいて前記測定室１４に注入される液体は、前記測定液又は
希釈液のうちの一方であり、前記第２液体注入モードにおいて前記測定室１４に注入され
る液体は、前記測定液又は前記希釈液のうちの他方であってもよい。
【０１７２】
　上記の構成によれば、第１液体注入モードにおいて測定液又は希釈液のうちの一方を測
定室に注入し、第２液体注入モードにおいて測定液又は希釈液のうちの他方を測定室に注
入する。これにより、第２液体注入モード後の測定室に、測定液と希釈液との混合溶液を
作製することができる。
【０１７３】
　本発明の態様３に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、上記態様１または態様２において、前記
制御部３０Ａ～３０Ｅは、前記第１液体注入モードにおいて前記測定室１４に注入する液
体の量である第１液体注入量を制御する第１液体注入量制御部３１と、前記第２液体注入
モードにおいて前記測定室１４に注入する液体の量である第２液体注入量を制御する第２
液体注入量制御部３２とを備える構成であることが好ましい。
【０１７４】
　上記の構成によれば、第１液体注入量制御部及び第２液体注入量制御部を備えることに
より、第１液体注入モード及び第２液体注入モードで測定室に注入する液体の量を制御す
ることができる。これにより、第１液体注入モード及び第２液体注入モードで測定室に注
入する液体の量を正確、且つ、適切な量にすることができる。
【０１７５】
　本発明の態様４に係る測定装置１Ａ～１Ｃは、上記態様３において、前記第１液体注入
量制御部３１は、前記第１液体注入量を予め記憶している第１液体注入量記憶部３１ａを
備えており、前記第２液体注入量制御部３２は、前記第２液体注入量を予め記憶している
第２液体注入量記憶部３２ａを備えており、第１液体注入量制御部３１は、前記第１液体
注入モードにおいて、前記第１液体注入量記憶部３１ａに記憶された第１液体注入量の液
体を前記測定室１４に注入させ、前記第２液体注入量制御部３２は、前記第２液体注入モ
ードにおいて、前記第２液体注入量記憶部３２ａに記憶された第２液体注入量の液体を前
記測定室１４に注入させる構成であってもよい。
【０１７６】
　上記の構成によれば、第１液体注入量制御部３１は、第１液体注入量記憶部３１ａを備
えている。これにより、第１液体注入モードで測定室に注入する液体の量を正確、且つ、
適切な量にすることができる。また、第２液体注入量制御部３２は、第２液体注入量記憶
部３２ａを備えている。これにより、第２液体注入モードで測定室に注入する液体の量を
正確、且つ、適切な量にすることができる。
【０１７７】
　本発明の態様５に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、上記態様１～４の何れかにおいて、前記
測定室１４には試薬４０が予め封入されており、前記測定容器１０を撹拌動作させること
により、前記試薬４０と、前記液体注入部（液体注入装置２４Ａ・２４Ｂ）により前記測
定室１４に注入された液体とを撹拌する構成であってもよい。
【０１７８】
　上記の構成によれば、測定容器を撹拌動作させることにより、試薬と、液体注入部によ
り測定室に注入された液体とを撹拌する。これにより、試薬を液体に溶解させることがで
きる。
【０１７９】
　本発明の態様６に係る測定装置１Ｃ～１Ｅは、上記態様５において、前記制御部３０Ｃ
～３０Ｅは、前記測定部（光学測定機構２５）が、前記第１液体注入モードにより液体が
注入された測定室１４及び該測定室１４に収容された液体を透過した光を測定する第２測
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定モードを実行させる構成であってもよい。
【０１８０】
　上記の構成によれば、第２測定モードにおいて、第１液体注入モードにより注入された
液体と試薬との混合液を透過した光を測定する。これにより、第１液体注入モードにより
注入され、測定室に収容された液体の特性を取得することができる。
【０１８１】
　本発明の態様７に係る測定装置１Ｅは、上記態様６において、前記測定室１４に収容さ
れる液体は、測定成分を含む測定液と、該測定液を希釈するための希釈液とを含み、前記
第１液体注入モードにおいて前記測定室１４に注入される液体は、前記測定液であり、前
記第２液体注入モードにおいて前記測定室１４に注入される液体は、前記希釈液であり、
前記制御部３０Ｅは、前記第２測定モードの測定結果に基づいて、前記第２液体注入モー
ドにおいて前記測定室１４に注入する希釈液の量を制御する構成であってもよい。
【０１８２】
　上記の構成によれば、第２測定モードにおいて、第１液体注入モードにより注入された
液体と試薬との混合液を透過した光を測定する。これにより、第１液体注入モードにより
注入された測定液の特性を取得することができる。そして、該測定液の特性に基づいて、
第２液体注入モードにおいて測定室に注入する希釈液の量を制御する。これにより、測定
液の希釈率を、測定工程モードにおける測定に適した希釈率にすることができる。
【０１８３】
　本発明の態様８に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、上記態様１～７の何れかにおいて、前記
制御部３０Ａ～３０Ｅは、前記第１液体注入モード、前記撹拌モード、前記第２液体注入
モード、及び前記第１測定モードの各モードを、この順に実行させる構成であることが好
ましい。
【０１８４】
　上記の構成によれば、制御部が、第１液体注入モード、撹拌モード、第２液体注入モー
ド、及び第１測定モードの各モードを、この順に実行させる。これにより、第１液体注入
モードで、液面が低天面よりも低い位置となるように液体を測定室に注入する。これによ
り、撹拌モードにおいて、測定容器内部での液体及び固体、又は液体及び液体の撹拌・溶
解を効率的に行うことができる。そして、第２液体注入モードで液面が低天面よりも高い
位置となるように液体を測定室に注入する。これにより、測定容器内に気泡が発生しても
、発生した気泡は、高天面と液体の液面との間に形成される空間に容易にトラップするこ
とができる。したがって、第１測定モードにおいて、低天面に光を透過させて液体の光学
特性を測定する際に、気泡の存在による測定精度の低下を防ぐことができる。
【０１８５】
　なお、本発明において、各モードは、制御部の制御によって自動的に実行されてもよい
し、モードごとに作業者がスイッチを押して順次マニュアル操作で実行されてもよい。
【０１８６】
　本発明の態様９に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、上記態様１～８の何れかにおいて、前記
撹拌部（駆動機構２３）は、１つの回転軸１９を中心として、前記測定容器１０を前記回
転軸１９の周りに加減速させながら回転させることにより、前記測定容器１０を撹拌動作
させる構成であることが好ましい。
【０１８７】
　上記の構成によれば、測定容器を１つの回転軸の中心として加減速させながら回転させ
ることによって、測定室に収容された液体・試薬を撹拌することができる。
【０１８８】
　本発明の態様１０に係る測定装置１Ａ～１Ｅは、上記態様９において、前記１つ又は複
数の測定室１４は、複数の測定室１４であり、前記複数の測定室１４は、前記回転軸１９
に垂直な１つの平面において、前記回転軸１９を中心とする同一円周上に配置されている
構成であることが好ましい。
【０１８９】
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　上記の構成によれば、複数の測定室が、回転軸に垂直な１つの平面において回転軸を中
心とする同一円周上に配置されている。これにより、回転軸周りに測定容器を回転させる
ことにより、１つの測定部で複数の測定を行うことが可能になる。
【０１９０】
　本発明の態様１１に係る測定方法は、液体を収容する１つ又は複数の測定室１４を備え
、前記測定室１４は、内壁が互いに対向する底面１８及び天面１７を含み、且つ、前記天
面１７が光を透過する低天面１７ｂと、前記低天面１７ｂの周囲に位置し、前記底面１８
に対して前記低天面１７ｂよりも高い位置に配置された高天面１７ａとを有する測定容器
１０を用いた測定方法であって、前記測定室１４及び該測定室１４に収容された液体を透
過した光を測定する測定工程と、前記測定容器１０を撹拌動作させる撹拌工程と、前記測
定室１４に前記液体を注入する液体注入工程と、前記測定工程、前記撹拌工程及び前記液
体注入工程を制御する制御工程とを含み、前記制御工程は、前記液体注入工程において、
液面が前記低天面１７ｂよりも低い位置となるように前記測定室１４に液体を注入する第
１液体注入モードと、前記撹拌工程において、前記測定容器１０を撹拌動作させる撹拌モ
ードと、前記第１液体注入モードにより液体が注入された測定室１４に、液面が前記低天
面１７ｂよりも高い位置となるように液体を注入する第２液体注入モードと、前記測定工
程において、前記測定室１４及び該測定室１４に収容された液体を透過した光を測定する
第１測定モードとを、この順に実行することを特徴としている。
【０１９１】
　この特徴によれば、測定室の天面が、光を透過する低天面と、低天面の周辺部に位置す
ると共に、測定室の底面に対して低天面よりも高い位置に配置されている高天面とを有す
る測定容器を用いる。これにより、測定容器内に気泡が発生しても、発生した気泡は、高
天面と液体の液面との間に形成される空間に容易にトラップされる。その結果、低天面と
底面との間の空間への気泡の噛み込みが低減される。したがって、第１測定モードにおい
て、低天面に光を透過させて液体の光学特性を測定する際に、気泡の存在による測定精度
の低下を防ぐことができる。それゆえ、精度の良い測定を行うことができる測定方法を提
供するという効果を奏する。
【０１９２】
　また、この特徴によれば、第１液体注入モード、撹拌モード、第２液体注入モード、及
び第１測定モードの各モードを、この順に実行させる。これにより、第１液体注入モード
で、液面が低天面よりも低い位置となるように液体を測定室に注入する。これにより、撹
拌モードにおいて、測定容器内部での液体及び固体、又は液体及び液体の撹拌・溶解を効
率的に行うことができる。そして、第２液体注入モードで液面が低天面よりも高い位置と
なるように液体を測定室に注入する。そして、第１測定モードにおいて、低天面に光を透
過させて液体の光学特性を測定する。したがって、測定の対象となる液体を効率的に撹拌
することにより、測定精度を向上させることができる測定方法を提供するという効果を奏
する。
【０１９３】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１９４】
　１Ａ～１Ｅ　　　　測定装置
　１０　　　　　　　測定容器
　１４　　　　　　　測定室
　１７　　　　　　　天面
　１７ａ　　　　　　高天面
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　１７ｂ　　　　　　低天面
　１８　　　　　　　底面
　１９　　　　　　　回転軸
　２３　　　　　　　駆動機構（撹拌部）
　２４Ａ、２４Ｂ　　液体注入装置（液体注入部）
　２５　　　　　　　光学測定機構（測定部）
　３０Ａ～３０Ｅ　　制御部
　３１　　　　　　　第１液体注入量制御部
　３１ａ　　　　　　第１液体注入量記憶部
　３２　　　　　　　第２液体注入量制御部
　３２ａ　　　　　　第２液体注入量記憶部
　３２ｂ　　　　　　第２液体注入量算出部
　４０　　　　　　　試薬

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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